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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電子

情報技術産業協会（JEITA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。これによって，JIS X 8341-2:2004 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS X 8341 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS X 8341-1 第 1 部：共通指針 

JIS X 8341-2 第 2 部：パーソナルコンピュータ 

JIS X 8341-3 第 3 部：ウェブコンテンツ 

JIS X 8341-4 第 4 部：電気通信機器 

JIS X 8341-5 第 5 部：事務機器 

JIS X 8341-6 第 6 部：対話ソフトウェア 

JIS X 8341-7 第 7 部：アクセシビリティ設定 
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序文 

この規格は，2012 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 29136 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

この規格は，次のように用いる。 

a) パーソナルコンピュータ（以下，パソコンという。）の企画，開発，設計及び流通を行う際に，高齢者

及び障害のある人々のアクセシビリティを向上させるための基準とすることができる。 

b) 必要なアクセシビリティが，パソコンのデフォルト設定によって提供されない場合，そのアクセシビ

リティは，追加のソフトウェア，オプションの装置及び／又は支援技術の組合せで製品を用いること

によって得られる場合がある。 

この規格は，次に示す規格などのハードウェアに関連した規定を詳しく説明している。 

－ JIS X 8341-1:2010 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサー

ビス－第 1 部：共通指針 

－ JIS Z 8071:2003 高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針 

－ ISO/IEC TR 29138-1，Information technology－Accessibility considerations for people with disabilities－Part 

1: User needs summary 

 

1 適用範囲 

この規格は，パソコンのハードウェアの企画，開発，設計及び流通を行う際のアクセシビリティに対す

る要求事項及び推奨事項について規定する。 

この規格の要求事項及び推奨事項の一部は，ソフトウェアのサポートを必要とする。 

この規格は，支援技術の動作又は要求事項を含まないが，一体となって対話型システムを構成する支援

技術との接続性について取り扱う。 

この規格には，ソフトウェアだけに焦点を当てた要求事項及び推奨事項は含めていない。 

注記 1 ソフトウェアのアクセシビリティの要求事項及び推奨事項は，JIS X 8341-6 に規定がある。 

注記 2 上位レベルである情報通信技術（ICT）に対するアクセシビリティの要求事項及び推奨事項

は，JIS X 8341-1 に規定がある。 


